
１．事業者の概要

２．事業所の概要

３．事業の目的と運営方針

（１）事業の目的

　　通所介護事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

　日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより

　利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的

　負担の軽減を図るために、適切なサービス提供をすることを目的としています。

　　また、要支援状態にある利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

　ことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身

　機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指してサービスを提供

　することを目的とします。

（２）運営方針

　①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、要介護状態及び要支援状態の

　　軽減若しくは悪化の防止又は要介護になることの予防に資するよう、心身の状況を適確に

　　把握し、通所介護計画書若しくは第１号通所事業計画に基づいて、利用者が必要としてい

　　るサ－ビスの適切な提供に努めます。

　②利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について、分かりやすく説明す

　　るとともに、居宅サービス計画が作成されている場合には、その計画に沿った介護等の提

　　供に努めます。

　③介護保険法及び厚生労働省が定める運営基準その他関係法令等を遵守し、提供するサービ

　　スの質の評価を行いながら、常にその改善を図るよう努めます。

所在地

法人設立年月日

電話・FAX番号

秋田県大館市比内町新館字真館21－6

平成2年6月4日

0186-55-0680

重要事項説明書
比内町福祉センターデイサービス

法人の名称

代表者名

社会福祉法人　比内ふくし会

佐　藤　　剛

提供サービス

定　員

開設年月日

通所介護事業・第1号通所事業

1日　35名

平成12年4月1日

事業所名称

指定事業者番号

所在地

比内町福祉センターデイサービス

秋田県第0572103885号

秋田県大館市比内町新館字館下79-1

定休日

営業時間

サービス提供地域

なし

午前9時00分～午後4時00分

通常の事業の実施地域は、大館市内（田代地区、釈迦内以北を除く）

管理者

電話番号・FAX番号

営業日

畠山　幸子

TEL　0186-55-1670　　FAX　0186-55-1231

毎週日曜日～土曜日　（365日稼働）



４．事業所の職員体制等

（１）職員の職種、員数

職　種 常　勤 非常勤 計 備　　　　考

管理者 1名 1名

生活相談員 3名 3名 1名は管理者、2名は介護職員と兼務

看護職員 2名 1名 3名

介護職員 7名 7名

機能訓練指導員 3名 3名 2名は看護職員と兼務

栄養士 2名 2名 調理員と兼務

調理員 3名 3名

（２）職務内容

管理者 事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し事業に

関する法令等の規程を遵守させるために必要な支持を行う。

生活相談員 利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提

供されるよう、事業所内のサービス調整、居宅介護支援事業所等の機関と

の連携において、必要な役割を果たす。

看護職員 健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとと

もに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。

介護職員 通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に

対し適切な介助を行う。

機能訓練指導員 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために、必要な

機能訓練を行う。

調理員 利用者の給食の調理業務を行う。

５．主たる設備の概要

種　類 面積 種 類 面積

 一般浴室 2 室 80.6㎡ 機能回復訓練室

 特殊浴室 1 室 33.6㎡ 兼食堂

 脱衣室 2 室 38.4㎡ 7 台

 休養室 1 室 36.1㎡

６．サービス内容

①日常生活上の援助　排泄介助、移動介助、養護（休養）

②健康状態の確認　　健康チェックにより、健康状態を確認し相談及び助言を行います。

③機能訓練サービス　日常生活を営むのに必要な身体機能の維持及び減退を防止するための

　　　　　　　　　　訓練並びに心身の活性化を図るための活動等を行います。

④送迎サービス　　　身体の状況に合わせ専用車両により送迎を行います。

⑤入浴サービス　　　身体の状況に合わせた浴槽や器具を使用し、入浴を行います。

⑥食事サービス　　　調理及び準備、後始末の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の

　　　　　　　　　　介助行います。

⑦相談及び助言　　　利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言

　　　　　　　　　　を行います。

1室 161.8㎡

 送迎車
車椅子対応車6台、他1台

生活相談員と兼務

常勤2名は機能訓練指導員/介護職員と兼務

2名は生活相談員と兼務

常勤2名は栄養士と兼務

室数・個数 室数・個数



７．利用料金について（厚生労働大臣が定める基準により1割～３割負担）

（１）利用者の方からいただく利用料金は、次表のとおりです。

　　なお、事前に詳細を説明の上、利用者の同意を得なければならないこととされています。

　　疑問点等があれば、お尋ねください。

●介護給付利用料金表（1割負担の場合）

介護度１

介護度２

介護費 介護度３

介護度４

介護度５

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

個別機能訓練加算（Ⅱ） 1月につき

1月につき

その他 食費

●第1号通所事業利用料金表（1割負担の場合）

その他 食費

（２）支払方法

自己負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきます。

1.自動口座引落し（ご指定の金融機関の口座から月1回引落します）

2.銀行振込（期日までに利用者の方がお振込いただきます。手数料は利用者負担となります)

　　　　　　　比内町福祉センターデイサービス　理事長　佐藤　剛

８．通所介護計画書及び第1号通所事業計画の作成等

　通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況

並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、居宅サービス計画の内容に沿った通所介護計画

又は第1号通所事業計画を作成します。

　利用者に対し、通所介護計画又は第1号通所事業計画に基づいて各種サービスを提供すると

ともに、継続的なサービスの管理、評価を行います。

区　分 単価（1日） 備　　考

入浴介助加算Ⅰ ４０円

1日につき２２円

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６円

６５８円

送迎費は介護費に含む

７７７円

９００円

１,０２３円

１,１４８円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ　 1月につき+所定単位×9.2％

６００円 一食

区　分 単価（1月） 備　　考

２０円

若年性認知症利用者受入加算 ６０円 1日につき　※対象者のみ
科学的介護推進体制加算 ４０円

一体的サービス提供加算 ４８０円 ※対象者のみ
口腔機能向上加算Ⅱ １６０円 ※対象者のみ

通所型サービス1 １,７９８円
送迎・入浴費は介護費に含む

通所型サービス2 ３,６２１円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
８８円 事業対象者・要支援１

１７６円 事業対象者・要支援２

介護職員等処遇改善加算Ⅰ　 1月につき+所定単位×9.2％

６００円 一食

　振込先　　JAあきた北　比内支店　普通預金　2217905

若年性認知症利用者受入加算 ２４０円 ※対象者のみ
科学的介護推進体制加算　 ４０円



９．サービス提供の記録

　通所介護を提供した際は、当該通所介護の提供日及び内容、居宅介護サービス費又は介護

予防サービス費の額その他必要な事項を所定の書面に記載します。

１０．当事業所ご利用に当たっての留意事項

（１）サービス利用に当たって不可抗力的に生じた損害、事故の補償については利用者・事業

　　者の双方で協議させていただきます。

（２）事業所内の設備、器具は本来の用法に従って利用いただき、これに反した利用により、

　　破損が生じた場合は、賠償していただくものとします。

（３）感染症・伝染性の病気等、他の利用者に重大な影響を及ぼすことが明らかな場合は、利

　　用を中止していただきます。疑いが認められる場合は、医師の許可がでるまで、もしくは

　　、当事業所の判断で一時利用を中止していただくこともあります。

（４)当事業所看護師から病院受診を勧められた場合は、是非受診へのご協力をお願いいたし

　　ます。

（５）敷地内、禁煙となっておりますので、ご利用中の喫煙はご遠慮ください。

１１．緊急時等の対応

　サービス提供中に、利用者の心身の状況に異変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに

家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡し適切な措置を講じます。

１２．事故発生時等の対応

（１）事故の発生又はその発生防止のため、次の措置を講じます。

　・事故が発生した場合の対応や報告等を定めた事故発生防止のための指針を作成するとと

　　もに、事故発生又はその危険性のある事態が生じた場合には、必ずその事態を報告させ、

　　その分析を通じた改善策を講じて職員に周知徹底します。

　・事故発生防止のため、職員に対する研修を定期的に開催します。

（２）サービス提供中に事故が発生した場合には、すみやかに保険者並びに利用者の家族等へ

　連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、その事故の状況及び事故に際して採った

　処置について記録しておきます。

（３）利用者に対するサービス提供によって、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに

　損害賠償を行います。

１３．非常災害対策

　サービス提供中に天災・災害が発生した場合、速やかに利用者の避難等の措置を講じます。

また、日常的に具体的な避難経路及び対処方法、協力機関等との連携方法を確認し、定期的

に避難訓練を実施します。

１４．衛生管理等

（１）利用者の使用する食器や飲料に供する水について衛生的な管理に努め、医薬品及び医療

　機器の管理を適正に行います。

（２）事業所内において感染症又は食中毒が発生しまん延しないように、その予防、まん延防

　止のための指針を整備し、職員への研修を定期的に開催するなど、適切な対応に努めます。



１５．虐待防止等の措置

（１）事業所は、利用者の人権擁護、虐待等の防止のため利用者の人格を尊重する視点に立

　ったサービスの提供に努めるものとする。また、職員は利用者に対し以下の行為を行って

　はならないものとする。

　　①殴る、蹴る等直接利用者の身体に侵害を与える行為

　　②強引に引きずるようにして連れて行く行為

　　③食事を与えないこと

　　④利用者の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと

　　⑤乱暴な言葉使いや、利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること

　　⑥利用を中止させる旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること

　　⑦性的な嫌がらせをすること

　　⑧当該利用者を無視すること

（２）事業所は、虐待防止のための指針の整備、定期的な研修会の実施、その結果について

　職員に周知徹底します。

１６．身体的拘束等　

（１）事業所は、当該利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない

　場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行ないません。身体的拘束等

　を行なう場合には、家族から同意を受けた時のみ、その条件と期間内にて行なうことができ

　るものとし、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

　を記録いたします。

（２）事業所は、身体拘束等の適正化のための指針の整備、研修会を実施することで職員に周

　知徹底します。

１７．業務継続計画の策定等

　　事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に

　実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該計画

　に従い職員に対し周知するとともに、必要な研修や訓練を実施します。

１８．秘密保持

（１）事業所がサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する個人情報並びに

　秘密事項については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由があ

　る場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文章（個人情報使用同

　意書）により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、契約中

　及び契約終了後においても第三者に対し秘匿いたします。

（２）職員は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持し、職員でなくなった後にお

　いても、これらの秘密を保持いたします。

１９．相談窓口、苦情対応

（１）提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談

　窓口を設置し、担当者を配置すると共に、苦情解決責任者の設置と第三者委員の活用を図る

　など必要な措置を講じます。

（２）前項の苦情を受けた場合には、事実関係の調査を実施、改善措置、利用者又は家族に対

　する説明を行うとともに、当該苦情の内容等を記録しておきます。



（３）利用者の苦情に関して、保険者又は国民健康保険団体連合会が行う調査等に協力するとと

　もに、それにより行われた指導・助言に従って必要な改善を行い、その内容を報告いたします。

●サービスに関する相談や苦情いついては、次の窓口で対応いたします。

●公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。

秋田県大館市字中城20番地（本庁内）

８：３０～１７：００（平日のみ）

秋田県秋田市山王4丁目2番地3号

（介護保険課） （秋田県市町村会館4階）

０１８－８８３－１５５０

０１８－８８３－１５５１

９：００～１７：００（平日のみ）

※事業所玄関ホールに「苦情処理受付箱」設置。

２０．福祉サービスの第三者評価の実施状況について

　第三者評価については、実施していません。

２１．職員等の研修

　職員等の質の向上を図るため、採用時の研修のほか、定期的な研修の場を設け、業務体制を

確保いたします。

２２．記録の整備

　サービス提供に関する必要な記録等を整備しておくとともに、その完結した日から５年間

保存いたします。

２３．地域との連携

　　事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

　行う等の地域との交流を図ります。

２４．その他の施設の運営に関する重要事項

　　事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

　言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

　より従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

　ます。

お客様相談窓口 比内町福祉センターデイサービス

第三者委員 　長田由美子

山本　昇

市町村介護保険相談窓口 所在地

電話番号 ０１８６－５５－１６７０

ＦＡＸ番号 ０１８６－５５－１２３１

担当者 千葉　義仁

責任者 畠山　幸子

秋田県国民健康保険連合会 所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

対応時間

（大館市長寿課） 電話番号 ０１８６－４３－７０５５

ＦＡＸ番号 ０１８６－４２－８５３２

対応時間



重要事項説明書


